
法学部

法学教育は何を目指すべきか

昨年の暮 も押 し詰まった12月17日,神‖奈川大学法

学者に40周年記念行事が盛大に行われた。テーマは

「和1大法学部からの円1いかけ 一法学教育は何を目指

すべ きか」である。このテーマか らは岐路に立つ―

あるいは苦悩する 一神1奈川大学法学部の 「今のJ姿

を見て取ることができるだろう。2004年度の法科大

学院の発足 と始動は,大 学法学部そのもののTr在意

義に■大な影4斗を及ぼした。また,一 辻の司法制度

改■の所産の 一つ として成立 した裁判貝竹1度もま

た,法 学教育に■大な形響を及ぼさずにはいないだ

ろう。法学者ISが大学という殻には1じこもっている時

代は今や辿 ぎ去り,今 まさに 「教育Jの あ りようが

|1町われる時代に11〔酌iしているのである。この|‖1いに

答える手がか りを児つけるために,記 念行1‐「のテー

マが世ばれたのである。

第 I部 の兆J可満,す〔では,裁 判貝lit度の導入と法科|

大学院の開設がテーマに,工ばれた。抜十けt制度の準

人は,)FJ寸「裁判のシヴイリアン ・コントロールを意

味する。従来のように,「ⅢⅢ裁判を職栄裁判官に委ね,

Ч二J千イ以外の批評4/としてのみ冷場する市民はここ

には最早存ね二しない。誤れる裁斗1による苦痛 もまた,

技判の十!い手である市民が分かち合うことを意味す

る。そのこともあってか,用 知のように,市 民が裁

|」を担 うことにつき,当 の市民が消極的であること

は世論調査からもF)1らかである。市民が職業裁判官

と協働することは来たして可能なのか, また可能で

あるとしてどのような資質が市民に必要とされるの

か,そ うした市民を法学部で育てることは可能か…

疑問 ・不安は尽 きない。そこで,基 調討減 1では,

「法学教育への期待Jと 題 し, まさにその市民 とと

もに裁判を行 う職業裁判官である械浜地方裁判所判

事山崎学氏による講演を賜った。目下,裁 判員制度
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についての啓家活動に裁判所,検 察庁が力を入れて

いるのは周知のことであるが,山 崎判事の討演は裁

判貝制度の仕細にとどまらず,裁 判貝制度が想定 し

ている裁判貝像,そ して大学がそうした裁斗」貝の法

学的素養の啓発にどのように関わるべ きかという机

座に立つものであった。山崎判事の具体的かつ 「裁

半J貝とともに裁半」を行う職業裁判官Jと いう l‐新な

机点からの討演は,聴 衆の多数を占めた本学学生の

関心を大いに引き,討 演後に設けられた質疑応答の

1寺問は非↑十に,千発なものとなった。

米誹1市時,夕12では,本 学

法科大学院の教貝である

九||1茂教授に,法 科大学

院教育から見ての法学教

育 につ き部1波を賜 った。

九山教授の lJ減は 「法J

が化L会の共有財であると

いう立坊から,そ れを学

ぶことの意義 と効用 を話

る′日
'大なものであった。本来,法 は在L会との柵関関

係 においてlll解|してい くことが望 ましい ものであ

る。綱1って,法 学部での法教育では,法 律の研釈学

が依然としてその中心である。九山教J受より賜った

討波はそうした既存の教育システムに根本的なl‐A省

を強いる衝撃を持つものであった。聴衆の大多数を

占める学生諸君にとってはその内容は難 しかったに

違いない。一応本学の教員である筆者にとつても,

極めて期[しかつた。 しか しながら,九 山教授の講演

は,既 存の基盤にとらわれることなく,よ り大きな

枠組みで法学教育を再考すべ きである,い や, しな

ければならないという強烈なメッセージを含むもの

であった。法が社会の共有財であること,社 会との



相関1引係において理す7Fせねばならない ということ

は,社 会という大学外の現実に直而 していない ―そ

の意味では私 も同じであるだろうが、学生諸科にと

つては雌 しいことであろう。 しか し,大 学という揺

り能を出,実 化に公に市IT可したとき,徐 々にll好でき

るようになるに辻いない。(なお,二 つの米 lll討演

とも,活 字として公刊 される予定である。)

第 1部 ではデイベー トの形式を取 り,法 学部のあ

り方そのものについて徹底討論を行った。「法学教

育は何を目指すべ きか ?J,「ロースクール||す代に法

学部は必要か」このI:iつの内容について,岩 手を中

″は、として12名の教貝が論戦を傑 り広げた。本企画の

立案に際 して助言を頂いた方からは 「教貝白らが出

己の所屈する学部のあ りようにつき公開デイベー ト

を行うのは前例がない。極めて面白い。コ張って下

さい。Jと の許栄を頂いた。デ イベー ト技術の巧〕||

はともか く,当 日の水除立った司公ぶ りが記憶に新

しい話坂守任 lJ lliをして 「私は今,デ イベー トに参

加 しなくてよかったJと 言わしめるほどに,論 職は

白熱 した。事前に資料室の協力を得て大部な資料を

コピーし,そ れを読み込み,準 備段階からも極めて

活発な意見のや り取 りがあった12名は,そ れぞれの

立場からの主張,反 論を1青熱的に行つた。デイベー

トはゲームに過 ぎず,そ こで向己の信条とは共なる
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立場での主張 。発iキを行 うことはできない…そうい

う人もいるかもしれない。 しか し,こ のデ イベー ト

において,ケ えられた論題につき資料を読みこみ日

つ考えることは,真 ケS」にド1己の行f条の再1父詞 ・Tttl l

成をする絶好の機会でもあった。結米として,法 学

部/r世論が負けてしまうという大変な報i論 (!)も

出てしまったが,イく杵用でもメ〔余」に法学部の将来を

考えているという姿を見せることはできたのではな

いだろうか。なお,2頭|のデ イベー トとも,終 了後

に会場からの質‖町の機会を設けた。会場の多数をili

める法学部学生千イオ|から村発な意児 ・P〔|1可がなされ

た。更に,LJI文したアンケー トからも,学 r上千者イ1の

其準さが伝わる様々な意兄を頂蚊 した。

現右:,法学部をllXり巻 く状ヤ)とは朕 しい。巷問では

廃 lli論すらTr在することが, このことを如1実に物語

る。 しか し,争 者はllRく信 じる。今回1の行手を通 じ

て得 られたものが,神‖奈川大学法学部の行 く木を明

るいものにすることを。あの記念行 llをきっかけに

和1奈川大学法学部は発展 していった…そういわれる

日は,遠 い木来にあ り,そ の日は我々のものではな

いのかもしれない。しかし,それでも我々はまさに大

きな一
歩を皓み出した…私はかたくそう信 じている。

(助教授)

質問する学生達
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